
質  問  回  答 

2022年 10月 28日 

「（案件名）マリ国地方行政能力強化アドバイザー業務 」 

 （公示日：2022年 10月 19日／調達管理番号：22a00521）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1. 

 

9 ページ、第 2 章第 6 条（１）

国別研修（本邦）を基軸とした活

動 

2019年度に実施された JICA北海道センター

（札幌）での国別研修「持続的発展のための

地方行政強化 」コースで作成された研修員

のアクションプランを共有いただくことは

可能であるか。 

アクションプランの共有を希望される応募者にお

かれましては、以下のとおり、メールで連絡をお

願いします。 

(1) 連絡先メールアドレス：gpgpb@jica.go.jp 

(2)メール件名：「【追加資料配布依頼】マリ国地

方行政能力強化アドバイザー業務 

※メール本文に必要な追加資料名（アクションプ

ランか、研修プログラム・日程か、研修員の所属

先などの情報かを記載ください。 

(3)依頼期限：2022 年 11 月 1 日（火）17:00

（厳守願います。） （担当：ガバナンス・平和構築

部平和構築室 坪野） 

2. 

 

9 ページ、第 2 章第 6 条（１）

国別研修（本邦）を基軸とした活

動 

2022 年度国別研修「持続的発展のための地

方行政強化」コースの日程表やプログラムを

共有いただく事は可能でしょうか。 

No.1に同じ。 

3. 

 

9 ページ、第 2 章第 6 条（１）

国別研修（本邦）を基軸とした活

動 

2019年度および2022年度国別研修参加の研

修員の所属先（地方自治体名）、役職、性別を

ご教授いただきたい。 

No.1に同じ。 



4. 

 

9 ページ、第 2 章第 6 条（２）

セネガルを拠点とした活動 

セネガルでの業務実施にあたって執務室は

貴機構により確保されるのでしょうか。ま

た、セネガルでの業務に際しての傭人（通訳

等）の配置は認められるのでしょうか。 

セネガルでの執務室は当機構で確保致しません

が、マリからのカウンターパート等との打ち合わ

せなどの会議室が必要な場合、早めの調整など

によりセネガル事務所の会議室などを利用する

ことも可能となる見込みです。同地での傭人につ

いては、認めます。必要と考える場合は本見積

に計上ください。 

5. 

 

12ページ、第 2章第 7条（３）

JICAミッションの受け入れ 

JICAミッションの目的、回数、時期等、既に

決まっていることがあれば、ご教示いただき

たい。 

ミッションの目的は事業進捗の確認や先方政府

との協議等、回数については年 1 回程度を目途

として、中間期及び終盤期を想定しています。 

6. 14ページ、第 2章第 7条【成果

2に関する業務】現地国内研修／

セミナー 

帰国研修員が現地国内研修やセミナーに参

加する場合の日当・宿泊費、交通費について、 

JICA既定のレートがあれば、ご教示いただき

たい。 

2022年 7月現在の日当等については以下の通

りとなりますのでご参照 ください。日当：

15,000XOF,宿泊：35,000XOF 交通費： 6km/ℓ

(燃費))×671XOF/ℓ 

7. 15ページ、第 2章第 7条【成果

3に関する業務】第三国視察の実

施回数や想定規模 

マリからの参加者となる公務員が第三国へ

渡航する場合の日当・宿泊費について、JICA

既定のレートがあれば、ご教示いただきた

い。 

当機構規定の第 3 国研修のレートに準じて積算

ください。ご参考までに 2022年 7月現在の日当

3800円、60,000XOF/泊。 

8. 17 ページ、第 3 章 1．（３）②評価

対象とする業務従事予定者の予

定人月数 

業務量の目途は約 16人月で、すべてが評価対

象者への割り振りとなっているが、目途内の人

月で要員を増やして提案する場合、割り振る全

員が評価対象となるという理解で良いか。ある

いはジュニアレベルを評価対象外として配する

ことは可能か。 

評価対象者は、公示で示した評価対象分野を担

当する方に対するものとなります。格付けとは関

係ありません。 

例えば、「研修計画／アクションプラン促進」につ

いて２名を配置する場合は、２名とも評価対象と

なります。一方で、評価対象分野以外の対象分

野での要員配置を提案する場合は、評価対象と

はなりません。 



9. 18 ページ、第 3 章 2．（２）業務量

目途と業務従事者構成案 

業務量の目途は約 16 人月で、このうち、本邦

研修実施期間中の 2 人月については、「4．（４）

不確定業務量（人月）について」で、別見積とあ

る。本見積は 14人月（現地 10人月、国内 4人

月）のみとなるという理解で良いか。 

ご理解のとおりです。 

 

以 上 


